
４
　
審
議
会

等
実
施
状

況
（

附
属

機
関
）
（

平
成

2
4年

度
）

№
名
　

　
　
　
　

　
称

開
催

回
数

会
議

時
間

所
　

　
管
　
　
課

審
議
会

等
の
設

置
形
態

位
置
付

設
置
根

拠
（
関
連

法
令

等
）

委
員

等
任
期

委
員
等
の

定
数

一
般
公
募

規
定

の
有

無
委
員
等

の
現
行
人

数
う

ち
一

般
公

募
人
数

H
2
4

時
間
/
回

（
H
2
4実

績
）

法
令

必
置

法
令

任
意

他
区
分

名
称

1
国
民

健
康
保

険
運
営

協
議

会
3

0.
5 

市
民
生
活

部
国
保
課

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

国
民
健

康
保

険
条

例

（
国

民
健

康
保
険

法
）

2年
1
0

無
1
0

0

2
民
生

委
員
推

薦
会

2
1.
0 

保
健
福
祉

部
社

会
福
祉

課
常
設

●
規

則

苫
小

牧
市

民
生
委

員
推

薦
会

規
則

（
民

生
委

員
法
）

3年
1
4

無
1
4

0

3
市
営

住
宅
入

居
者
選

考
基

準
審

議
会

3
2.
0 

都
市
建
設

部
住

宅
管
理

課
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

営
住
宅

管
理

条
例

2年
8

有
8

2

4
青
少

年
問
題

協
議
会

4
1.
0 

ス
ポ

ー
ツ
生
涯
学

習
部

青
少
年

課
常
設

●
条

例

苫
小

牧
市

青
少
年

問
題

協
議

会
条
例

（
地

方
青

少
年
問

題
協
議

会
法

）
2年

2
6

無
2
4

0

5
勤
労

青
少
年

ホ
ー
ム
運
営

委
員

会
1

0.
5
 

ス
ポ

ー
ツ
生
涯
学

習
部

生
涯
学
習
推

進
課

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

勤
労
青

少
年

ホ
ー
ム
条

例
2年

1
5

有
1
2

3

6
土
地

区
画
整

理
審
議

会
-

-
都

市
建
設

部
総
務
課

非
常
設

●
規

則

苫
小

牧
市

土
地
区

画
整

理
事

業
施
行
規

程

（
土

地
区

画
整
理

法
）

5年
2
0

有
-

-

7
住
居

表
示
整

備
審
議

会
-

-
非
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

住
居
表

示
整

備
審

議
会
条
例

諮
問
か

ら
答

申
ま
で

の
間

1
6

無
-

-

8
建
築

審
査
会

0
-

都
市
建
設

部
建

築
指
導

課
常
設

●
条

例

苫
小

牧
市

建
築
審

査
会

条
例

（
建

築
基

準
法
）

2年
7

無
7

0

9
特
別

職
報
酬

等
審
議

会
4

1.
5 

総
務
部

給
与
厚
生

課
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

特
別
職

議
員

報
酬

等
審
議
会

条
例

2年
7

無
7

1

10
退
職

手
当
審

査
会

-
-

総
務
部

行
政
監
理

室
非
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

職
員
の
退
職

手
当

に
関
す
る
条

例
諮

問
か

ら
答

申
ま
で

の
間

3
無

-
-

11
公
務

災
害
補

償
等
認

定
委

員
会

-
-

総
務
部

給
与
厚
生

課
非
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

議
会
の
議
員
等

の
公
務

災
害

補
償

等
に

関
す

る
条
例

3年
5

無
-

-

12
公
務

災
害
補

償
等
審

査
会

-
-

総
務
部

給
与
厚
生

課
非
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

議
会
の
議
員
等

の
公
務

災
害

補
償

等
に

関
す

る
条
例

3年
3

無
-

-

13
環
境

審
議
会

4
1.
9 

環
境
衛
生

部
環

境
保
全

課
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

環
境
基

本
条

例
2年

2
0

有
1
8

3

14
基
本

構
想
審

議
会

-
-

総
合
政
策

部
政

策
推
進

室
政

策
推
進

課
非
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

基
本
構

想
審

議
会

条
例

基
本
構

想
に

関
す
る

答
申

を
完
了

し
た

と
き
ま

で
3
5

無
-

-

４
　
審
議
会
等
実
施
状
況
（
附
属
機
関
）
（
平
成
24
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度
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公
募
委
員
を

加
え
ら
れ

な
い
理
由

公
募

委
員
の
増
員

予
定

男
女

構
成
（
人
）

在
職

年
数

（
人
）

委
員
の
内
訳

必
要
な

資
格

　
そ
の
他

男
う
ち

公
募

女
う
ち

公
募

1
0年

未
満

1
0
年

以
上

学
識

経
験

者
公
益
等

代
表
者

特
定

団
体

か
ら

の
推

薦
者

公
募

そ
の
他

対
象
者

が
限
ら
れ

、
一
般
公

募
が

な
じ

ま
な

い
た
め

。
7

-
3

-
1
0

-
-

3
7

-
-

被
保

険
者

代
表
委

員
―
国
保
被

保
険

者
保
険

医
・
保
険

薬
剤
師

代
表

委
員

―
保
険

医
、

薬
剤

師
公
益

を
代
表
す

る
委
員

―
学
識

経
験
者

等
被
用

者
保

険
等
保

険
者

代
表

委
員
―

被
用

者
保
険
等

保
険

者
役

員

民
生
委

員
法
第

8条
の

規
定
に

よ
り
、
委

員
の
選
出
区

分
が

規
定

さ
れ

て
い
る

た
め
。

10
-

4
-

1
4

-
2

-
-

-
1
2

な
し

現
在

の
割
合
で

妥
当

と
思
わ
れ

る
た
め
、
こ

れ
以

上
の
増
員

は
考

え
て
い

な
い
。

3
2

5
-

8
-

-
-

6
2

-
学
識

経
験
を
有

す
る

者

学
識
経

験
者

に
お

い
て
市
内
各

団
体

等
に
広

く
委

嘱
し

て
お
り

、
公
募
す

る
必
要
性
が
な

い
。

20
-

4
-

2
4

-
1
3

-
11

-
-

な
し

（
団
体
か

ら
の

推
薦
）

増
員

の
予
定
な

し
。

(平
成
2
5
年
度
で
施

設
廃

止
の
た

め
）

6
-

6
3

1
2

-
2

-
1

3
6

な
し

※
土

地
区

画
整
理

審
議
会

に
つ

い
て
、
Ｈ

2
5年

4
月
か

ら
開
発

管
理
課

へ
分

掌
事

務
移
管

な
し

※
平

成
24
年
度

は
委
嘱
者

な
し

法
律
・

経
済
・
建

築
・
公
衆
衛

生
・
行
政
に

優
れ

た
経

験
と

知
識

が
必
要

な
た
め
。

法
令

で
謳
わ
れ

て
い

る
た
め

、
増

員
の
予
定

は
な

い
。

6
-

1
-

7
-

7
-

-
-

-
法
律

・
経
済
・

建
築

・
公
衆
衛

生
・

行
政
に
優

れ
た
経

験
と

知
識

現
在

の
割
合
で

妥
当

と
思
わ
れ

る
た
め
、
こ

れ
以

上
の
増
員

は
難

し
い
。

5
1

2
-

7
-

1
-

5
1

-
な
し

扱
う

内
容

が
、
公

募
に
な
じ

ま
な

い
た
め
。

扱
う

内
容

が
、
公

務
災
害

等
の
認

定
や
保
障

金
額

等
、

専
門
的

な
内
容
な

の
で
、
公
募
は

な
じ

ま
な

い
と

思
わ

れ
る
。

学
識

経
験
を
有

す
る

者

扱
う

内
容

が
、
公

務
災
害

等
の
認

定
や
保
障

金
額

等
、

専
門
的

な
内
容
な

の
で
、
公
募
は

な
じ

ま
な

い
と

思
わ

れ
る
。

学
識

経
験
を
有

す
る

者

定
員

20
名
と
定

め
ら
れ

て
お
り

各
推
薦

団
体

等
考

慮
し
た
場

合
5
名

が
妥
当
で

あ
る
た

め
、
こ

れ
以
上
の

増
員

は
難
し
い
。

16
3

2
-

1
6

2
5

3
7

3
-

な
し

な
し

４
　
審
議
会
等
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施
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№
名
　

　
　
　
　

　
称

開
催

回
数

会
議

時
間

所
　

　
管
　
　
課

審
議
会

等
の
設

置
形
態

位
置
付

設
置
根

拠
（
関
連

法
令

等
）

委
員

等
任
期

委
員
等
の

定
数

一
般
公
募

規
定

の
有

無
委
員
等

の
現
行
人

数
う

ち
一

般
公

募
人
数

H
2
4

時
間
/
回

（
H
2
4実

績
）

法
令

必
置

法
令

任
意

他
区
分

名
称

15
女
性
セ

ン
タ

ー
運
営
委

員
会

1
1.
5 

市
民
生
活

部
男

女
平
等
参

画
課

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

民
活
動
セ
ン
タ

ー
条
例

2年
1
1

有
1
1

2

16
公
営

企
業
調

査
審
議

会
1

1.
5 

上
下
水
道

部
総
務
課

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

公
営
企

業
審

議
会

条
例

2年
2
0

無
2
0

4

17
消
費

生
活
審

議
会

1
1.
5 

市
民
生
活

部
安

全
安
心
生

活
課

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

消
費
生

活
条

例
2年

1
5

無
1
2

2

18
廃
棄

物
減
量

等
推
進

審
議

会
2

1.
7 

環
境
衛
生

部
減

量
対
策

課
常
設

●
条

例

苫
小

牧
市

廃
棄
物
の

処
理
及
び
清

掃
に
関
す

る
条

例 （
廃

棄
物
の
処

理
及

び
清
掃
に
関
す

る
法
律
）

2年
2
0

無
2
0

6

19
市
民

自
治
推

進
会
議

2
2.
0 

総
合
政
策

部
政

策
推
進

室
市

民
自
治
推

進
課

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

自
治
基

本
条

例
2年

1
0

有
1
0

3

20
男
女

平
等
参

画
審
議

会
2

2.
0 

市
民
生
活

部
男

女
平
等
参

画
課

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

男
女
平

等
参

画
推

進
条
例

2年
1
0

有
1
0

3

21
行
政

改
革
推

進
審
議

会
9

1.
5 

総
務
部

行
政
監
理

室
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

行
政
改

革
推

進
審

議
会
条
例

2年
1
5

無
1
2

1

22
情
報

公
開

・
個
人
情
報

保
護

審
査

会
3

1.
0 

総
務
部

法
務
文
書

課
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

情
報
公

開
・
個
人
情

報
保

護
審

査
会
条

例
2年

5
無

5
0

23
公
設

地
方
卸

売
市
場

運
営

審
議

会
2

1.
5 

産
業
経
済

部
公
設

地
方

卸
売
市
場

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

公
設
地

方
卸

売
市

場
条
例

2年
1
7

無
1
4

0

24
障
害

程
度
区

分
認
定

等
審

査
会

12
1.
0 

保
健
福
祉

部
社

会
福
祉

課
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

障
害
者

自
立

支
援

法
施
行
条

例

（
障

害
者

自
立
支

援
法

）
2年

5
無

5
0

25
介
護

認
定
審

査
会

1
61

0.
3 

保
健
福
祉

部
介

護
福
祉

課
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

介
護
保

険
条

例

（
介

護
保

険
法
）

2年
3
5

無
3
5

0

26
市
民

文
化
芸

術
審
議

会
3

1.
5 

ス
ポ

ー
ツ
生
涯
学

習
部

文
化
振
興

課
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

民
文
化

芸
術

振
興

条
例

2年
1
0

無
1
0

3

27
福
祉
の

ま
ち

づ
く
り

推
進

会
議

2
3.
0 

保
健
福
祉

部
社

会
福
祉

課
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

福
祉
の
ま
ち
づ

く
り

条
例

2年
1
5

有
1
4

2

４
　
審
議
会
等
実
施
状
況
（
附
属
機
関
）
（
平
成
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年
度
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公
募
委
員
を

加
え
ら
れ

な
い
理
由

公
募

委
員
の
増
員

予
定

男
女

構
成
（
人
）

在
職

年
数

（
人
）

委
員
の
内
訳

必
要
な

資
格

　
そ
の
他

男
う
ち

公
募

女
う
ち

公
募

1
0年

未
満

1
0
年

以
上

学
識

経
験

者
公
益
等

代
表
者

特
定

団
体

か
ら

の
推

薦
者

公
募

そ
の
他

委
員

選
定

区
分
を
変
更

す
れ
ば
増

員
可

能
で

あ
る

が
検
討

中
。

5
-

6
2

1
1

-
1

4
4

2
-

な
し

条
例

に
「
20
人

以
内
」

の
定
め

が
あ

る
た

め
、
こ

れ
以
上
の

増
員

は
難
し
い
。

17
4

3
-

2
0

-
-

-
16

4
-

な
し

現
在

の
割
合
で

妥
当

と
思
わ
れ

る
た
め
、
こ

れ
以

上
の
増
員

の
予
定

は
な
い
。

7
-

5
2

1
0

2
4

2
4

2
な
し

公
募

委
員
の
員

数
制
限

は
な
い
。
（

2
0人

の
定
数

の
中
で
調

整
す
る

)
13

3
7

3
2
0

-
2

-
12

6
-

な
し

学
識

委
員
、
市

民
活
動

団
体

推
薦
委

員
に
よ

る
検

討
が
必
要

で
あ
る

た
め

、
こ

れ
以
上
の

増
員

は
難
し
い

。
7

1
3

2
1
0

-
3

-
4

3
-

な
し

社
会

の
あ
ら

ゆ
る
分
野

で
活
躍
し

て
い

る
市

民
を

委
員
と
す

る
た

め
、
公
募
は
総

人
数
の

う
ち

3人
が
妥
当
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
こ
れ

以
上

の
増
員
は

難
し
い

。
4

-
6

3
1
0

-
3

-
4

3
-

な
し

公
募

委
員

枠
を

5名
と
し

て
い
た

が
、
2名

の
応
募

し
か
な

か
っ
た

た
め

、
現
在
の

と
こ

ろ
増
員

の
予
定
は

な
い

。
（
内
1
名

は
道
外

在
住
と

い
う

こ
と
か

ら
、
落
選
と
し

た
。
）

10
-

2
1

1
2

-
2

-
8

1
1

な
し

専
門
的

な
知
識
を

必
要
と
す
る

た
め
。

2
-

3
-

5
-

3
1

-
-

1
な
し

専
門
知

識
を
要
し

、
公
募
に
な

じ
ま

な
い
。

11
-

3
-

1
4

-
2

-
12

-
-

な
し

障
害
程

度
区
分

の
認
定
等
の
た

め
、
医
師
、

理
学
療

法
士

等
の

専
門
職
の

知
識
を
必
要
と

す
る

た
め
。

左
記

の
知
識
が

必
要

と
さ
れ

る
附

属
機

関
で

あ
る

た
め
、
公

募
の

予
定
は
な

い
。

5
-

-
-

5
-

-
-

5
-

-
障
害

程
度

区
分
認

定
審

査
会

委
員
研
修

の
修
了

者

委
員
は

保
健
、
医

療
及
び
福
祉

に
関
す

る
学
識

経
験
者

で
あ
り

、
審
査

会
自
体
も
原
則

非
公

開
と
な
っ

て
い
る

た
め
。

27
-

8
-

3
2

3
-

-
35

-
-

な
し

増
員

の
予
定
な

し
。

（
1
0
名
の
委

員
の
区
分

と
し

て
芸
術

家
、
メ
セ

ナ
関
係

者
、

教
育

関
係
者

の
他
に
公

募
3
名

が
バ

ラ
ン
ス
を
考
え

る
と

妥
当
と
考

え
る

）
6

1
4

2
1
0

　
-

3
-

1
3

3
な
し

関
係

団
体
の
推

薦
に
よ

り
福
祉
の

ま
ち

づ
く

り
に

係
る
各
分

野
の

有
識
者
を
確

保
し
、
そ

の
上

で
公
募

委
員
を

加
え
る
構
成
と

し
て

い
る
た

め
、
現
状

維
持

の
見
通
し
。

10
1

4
1

1
4

-
-

-
12

2
-

関
係

団
体
か
ら

の
推
薦

４
　
審
議
会
等
実
施
状
況
（
附
属
機
関
）
（
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成
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度
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№
名
　

　
　
　
　

　
称

開
催

回
数

会
議

時
間

所
　

　
管
　
　
課

審
議
会

等
の
設

置
形
態

位
置
付

設
置
根

拠
（
関
連

法
令

等
）

委
員

等
任
期

委
員
等
の

定
数

一
般
公
募

規
定

の
有

無
委
員
等

の
現
行
人

数
う

ち
一

般
公

募
人
数

H
2
4

時
間
/
回

（
H
2
4実

績
）

法
令

必
置

法
令

任
意

他
区
分

名
称

28
防
災

会
議

1
0.
7 

市
民
生
活

部
危

機
管
理

室
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

防
災
会

議
条

例

（
災

害
対

策
基
本

法
）

2年
4
0

無
4
0

-

29
国
民

保
護
協

議
会

0
-

市
民
生
活

部
危

機
管
理

室
常
設

●
そ
の
他

国
民

保
護

法
第
40
条
第

4項

（
国

民
保

護
法
）

2年
4
0

無
4
0

0

30
自
然

環
境
保

全
審
議

会
1

2.
0 

環
境
衛
生

部
環

境
生
活

課
常
設

●
条

例
苫
小
牧

市
自
然

環
境

保
全

条
例

2年
1
8

有
1
4

2

31
企
業

立
地
審

議
会

-
-

産
業
経
済

部
企

業
立
地
推

進
室

企
業
立
地

課
非
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

企
業
立

地
審

議
会

条
例

2年
2
5

無
-

-

32
都
市

計
画
審

議
会

1
2.
0 

総
合
政
策

部
ま
ち

づ
く

り
推
進
課

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

都
市
計

画
に
関
す
る
条

例

（
都

市
計

画
法
）

2年
1
5

有
1
5

2

33
社
会

教
育
委

員
会
議

4
1.
6 

ス
ポ

ー
ツ
生
涯
学

習
部

生
涯
学
習
推

進
課

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

社
会
教

育
委

員
設

置
条
例

（
社

会
教

育
法
）

2年
1
0

無
1
0

0

34
学
校

給
食
共

同
調
理

場
運

営
審

議
会

1
1.
5 

学
校
教
育

部
第

2
学
校
給

食
共

同
調

理
場

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

学
校
給

食
共

同
調

理
場
条
例

2年
1
2

有
1
1

1

35
文
化

財
保
護

審
議
会

1
1.
5 

ス
ポ

ー
ツ
生
涯
学

習
部

文
化
振
興

課
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

文
化
財

保
護

条
例

(文
化
財
保

護
法
)

2年
1
0

無
1
0

3

36
文
化

交
流

セ
ン
タ
ー
運
営

協
議

会
1

1.
2 

ス
ポ

ー
ツ
生
涯
学

習
部

生
涯
学
習
推

進
課

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

文
化
交

流
セ
ン
タ

ー
条

例
2年

1
0

有
1
0

0

37
公
民

館
審
議

会
1

1.
5 

ス
ポ

ー
ツ
生
涯
学

習
部

勇
払
公
民

館
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

公
民
館

条
例

(社
会
教
育

法
)

2年
1
0

有
1
0

2

38
図
書

館
協
議

会
10

2.
0 

ス
ポ

ー
ツ
生
涯
学

習
部

中
央
図
書

館
常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

図
書
館

条
例

(図
書
館
法
)

2年
1
0

有
1
0

2

39
博
物

館
協
議

会
2

2.
0 

ス
ポ

ー
ツ
生
涯
学

習
部

博
物
館

常
設

●
条

例
苫
小

牧
市

博
物
館

条
例

(博
物
館
法
)

2年
1
0

無
1
0

1
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審
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施
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公
募
委
員
を

加
え
ら
れ

な
い
理
由

公
募

委
員
の
増
員

予
定

男
女

構
成
（
人
）

在
職

年
数

（
人
）

委
員
の
内
訳

必
要
な

資
格

　
そ
の
他

男
う
ち

公
募

女
う
ち

公
募

1
0年

未
満

1
0
年

以
上

学
識

経
験

者
公
益
等

代
表
者

特
定

団
体

か
ら

の
推

薦
者

公
募

そ
の
他

条
例
に
よ

り
公
共

機
関
等

職
員
を
中
心

に
構
成

し
て

い
る
。

専
門

性
が
高
く

す
で
に

4
0
名
の
委

員
が
参
加

し
て

い
る

こ
と
か

ら
、
こ
れ
以
上
の

増
員
は

難
し

い
。

39
-

1
-

4
0

－
-

40
-

-
-

苫
小

牧
市

防
災
会

議
条

例
に
定
め

て
い

る

法
令
に
よ

り
公
共

機
関
等

職
員
を
中
心

に
構
成

し
て

い
る
。

こ
れ

以
上
の
増

員
は

難
し
い
。

(
専
門
性
が

高
く

す
で

に
4
0
名
の
委
員

が
参
加
し

て
い

る
）

38
-

2
-

4
0

－
4

12
4

-
2
0

武
力

攻
撃

事
態
等
に
お
け

る
国
民
の

保
護
の
為

の
措
置
に

関
す
る

法
律
に

規
定

※
開

催
回

数
0
回
と

あ
る

が
、
委

員
が
常
設

し
て
お

り
必
要
に

応
じ

て
開
催

し
て
い

る
。

平
成

16
年
よ
り

公
募
委

員
枠

を
6
名
と
し

て
い
る

が
、
こ
れ

ま
で

に
6
名

以
上
の
応
募
が

な
い

た
め
、
増

員
の

予
定
は
な

い
。

（
現
在

公
募

枠
6
名
に
対
し

て
公
募
委

員
2名

）
12

1
2

1
1
2

2
1

-
11

2
-

な
し

現
在

の
割
合
で

妥
当

の
た
め
、
増

員
す
る
予

定
は

な
い
。

10
1

5
1

1
5
 

-
5
 

-
4
 

2
 

4 
な
し

専
門
性

が
高
い
た

め
。

時
期

改
選

期
（

Ｈ
2
6
.5
）

に
向
け
、

検
討
。

7
-

3
-

1
0
 

-
2
 

-
6
 

-
2
 

な
し

応
募

数
が
少
な

い
た
め

（
2
名
の

公
募
委

員
定
数

だ
が
、
1
名
の

み
だ

っ
た

)
、
こ

れ
以
上

の
増

員
は
難
し

い
。

7
-

4
1

1
0
 

1
 

6
 

-
4
 

1
 

-
な
し

増
員

の
予
定
な

し
。

（
団
体
推

薦
、

事
務

局
推
薦

と
の
バ
ラ

ン
ス

を
考
え
公

募
3
名
が
妥

当
と

考
え
る
）

8
2

2
1

1
0
 

-
3
 

-
4
 

3
 

-
な
し

・
応

募
が
な
か

っ
た
た

め
。
（
再

公
募
）

・
1
名
か
ら

転
出
に

よ
る
辞
退
が

あ
っ

た
た
め
。

増
員

の
予
定
な

し
。

（
生
涯
学

習
活

動
や
社

会
教

育
に
関
し

学
識
経

験
の
あ

る
委

員
の
他

に
公

募
2
名
が
妥

当
と

考
え
る
）

6
-

4
-

9 
1
 

2
 

-
4
 

-
4
 

な
し

社
会

教
育

法
に

基
づ
く

学
校
、
社

会
教

育
団

体
等

か
ら
の
有

識
者

（
8
団

体
か
ら
の
推

薦
）

を
含
ん
で

い
る

た
め

、
こ
れ
以

上
の
増

員
は

難
し
い
。

6
1

4
1

1
0
 

-
2
 

-
6
 

2
 

-
学
校

教
育

及
び

社
会
教
育

の
関
係

者
、
家
庭

教
育
の
向

上
に

資
す

る
活
動

を
行
う
者

並
び
に

学
識
経

験
者

図
書

館
法
に
基

づ
く

学
校
、
社

会
教

育
団

体
等
か

ら
の
有
識

者
（

8
団
体

か
ら
の
推
薦
）

を
含

ん
で
い

る
た
め

、
こ
れ
以
上
の

増
員
は

難
し

い
。

6
1

4
1

1
0
 

-
2
 

-
6
 

2
 

-
図
書

館
法

第
1
5
条
に
基

づ
く
、
学

校
・
社
会

教
育
団

体
等
（
苫
小
牧

市
Ｐ

Ｔ
Ａ
連
合

会
他

7
団
体

）
か
ら
の
推
薦

専
門

の
委
員
と

の
バ
ラ

ン
ス

を
考
え

、
協
議

会
の

中
で
決
定

す
る

。
6

1
4

-
1
0
 

-
3
 

3
 

3
 

1
 

-
な
し

４
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４
　
審

議
会
等

実
施
状

況
（

私
的
諮
問
機
関

等
）
（
平

成
24
年
度

）

№

名
　
　

　
　
　

　
称

※
H2
4
年

度
中

廃
止
さ
れ
た

も
の

(塗
り

つ
ぶ
し
)

開
催

回
数

会
議

時
間

所
　

　
管
　
　
課

審
議
会

等
の
設

置
形
態

位
置
付

設
置
根

拠
（

関
連

法
令
等
）

委
員
等

任
期

委
員
等
の

定
数

一
般

公
募

規
定

の
有
無

委
員
等
の

現
行
人

数
う
ち
一
般

公
募
人

数
H
2
4

時
間

/
回

（
H
2
4実

績
）

法
令

必
置

法
令

任
意

他
区
分

名
称

1
治
験

審
査
委
員

会
12

1.
0 

市
立

病
院

薬
剤
部

常
設

●
そ
の
他

苫
小

牧
市

立
病
院

治
験

審
査
委

員
会
業

務
手

順
書

（
省

令
G
CP
第
27
・

28
号
（
平

成
9年

3月
27
日
付

）
医
薬

品
の
臨
床

試
験
の
実

施
の
基
準

に
関

す
る
省

令
）

1
年

5
～

1
2

無
1
2

0

2
特
別

支
援
教
育

振
興

委
員
会

3
1
.5
 

学
校

教
育
部

指
導

室
非

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

特
別
支

援
教

育
振
興

委
員
会

運
営

要
綱

1
年

1
0

無
1
0

0

3
就
学

指
導
委
員

会
13

2.
0 

学
校

教
育
部

指
導

室
常
設

●
規
則

苫
小

牧
市

就
学
指

導
委

員
会
規

則

（
平

成
1
4年

文
科
初
第
29
1号

通
知
）

2
年

無
無

5
5

0

4
環
境

基
本
計
画

推
進

会
議

5
1
.2
 

環
境
衛

生
部

環
境
保

全
課

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

環
境
基

本
計

画
推
進

会
議
設

置
要

綱
2
年

1
5

有
1
2

7

5
廃
棄

物
埋
立
処

分
場

運
営
委

員
会

0
0
.0
 

環
境
衛

生
部

ゼ
ロ
ご

み
推

進
室

清
掃
事

業
課

非
常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

廃
棄
物

埋
立

処
分
場

運
営
委

員
設

置
要

綱
2
年

9
無

8
0

6
技
能

功
労
者
表

彰
選

考
委
員

会
1

1
.5
 

産
業
経

済
部

企
業

立
地

推
進
室

工
業
労

政
課

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

技
能
功

労
者

表
彰
選

考
委
員

会
設

置
要

綱
2
年

1
0

無
5

0

7
テ
ク

ノ
セ
ン
タ

ー
運
営
委

員
会

1
1
.0
 

産
業
経

済
部

テ
ク

ノ
セ

ン
タ
ー

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市
テ
ク

ノ
セ
ン

タ
ー
運
営
員

会
設
置

要
綱

2
年

1
0

無
6

0

8
生
涯

学
習
研
究

協
議

会
4

1
.3
 

ス
ポ

ー
ツ
生
涯

学
習
部

生
涯

学
習

推
進
課

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

生
涯
学

習
研

究
協
議

会
設
置

要
綱

2
年

1
0

無
1
0

0

9
航
空

機
騒
音
対

策
協

議
会

3
1
.5
 

総
合
政

策
部

空
港
政

策
課

常
設

●
規

約
苫
小

牧
市

航
空
機

騒
音

対
策
協

議
会

2
年

2
0

無
2
0

0

10
地
域

公
共
交
通

活
性

化
協
議

会
2

2
.0
 

総
合
政

策
部

交
通
政

策
課

常
設

●
規

約

苫
小

牧
市

地
域
公

共
交

通
活
性

化
協
議

会
規

約

（
地

域
公

共
交
通
の
活
性

化
及
び

再
生
に

関
す
る

法
律
）

2
年
（

行
政

・
団
体
職

員
除

く
）

2
0

有
1
9

1

11
指
定

管
理
者
選

定
等

委
員
会

2
4
.5
 

総
務
部

行
政
監

理
室

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

指
定
管

理
者

選
定
等

委
員
会

設
置

要
綱

委
嘱
日
か

ら
指

定
の
日

ま
で

5
無

5
0

12
老
人
ホ

ー
ム

入
所

判
定

委
員

会
4

1
.0
 

保
健
福

祉
部

介
護
福

祉
課

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

老
人
ホ

ー
ム
入

所
判
定
委

員
会

設
置
要

綱
2
年

6
無

5
0

13
介
護

保
険
事
業

等
運

営
委
員

会
2

0
.8
 

保
健
福

祉
部

介
護
福

祉
課

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

介
護
保

険
事

業
等
運

営
委
員

会
設

置
要

綱
3
年

1
5

有
1
5

3

14
地
域

包
括
支
援

セ
ン
タ

ー
運

営
協

議
会

5
.
0 

1
.0
 

保
健
福

祉
部

介
護
福

祉
課

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

地
域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー

運
営
協

議
会

設
置

要
綱

2
年

1
1

無
1
1

0

15
福
祉

有
償
運
送

運
営

協
議
会

2
0
.5
 

保
健
福

祉
部

介
護
福

祉
課

常
設

●
要
綱

福
祉
有

償
運
送

運
営

協
議
会

設
置
要

綱
2
年

9
無

9
0

４
　
審
議

会
等

実
施
状

況
（

私
的
諮

問
機

関
等
）

（
平

成
2
4
年

度
）
1
/
4



公
募

委
員
を
加
え

ら
れ
な

い
理
由

公
募
委

員
の

増
員

予
定

男
女
構

成
（
人

）
在
職

年
数

（
人
）

委
員
の

内
訳

必
要

な
資
格

　
そ
の
他

男
う
ち

公
募

女
う

ち
公

募
1
0年

未
満

1
0年

以
上

学
識

経
験

者
公
益
等

代
表
者

特
定

団
体

か
ら

の
推

薦
者

公
募

そ
の
他

個
々

の
症
例

確
認
や
情

報
漏
え
い

に
注
意
す
る

な
ど

、
一

般
公
募

は
適
さ
な

い
た

め
。

9
-

3
-

7
5

6
1

-
-

5
医

学
、

歯
学
、
薬

学
そ
の

他
の
医
療

者
と
部
外

者

専
門
性

が
必

要
な
た

め
、
就
学

指
導
委

員
会
等

の
組
織

か
ら
選
任

す
る
た

め
。

7
-

3
-

1
0

-
-

-
1
0

-
-

苫
小
牧

市
特
別

支
援
教

育
振

興
委

員
会
運
営

要
綱

第
3条

に
よ

る

児
童
・

生
徒

の
就
学
に

関
わ
る
個

人
情
報
に
基

づ
く
審

議
の

た
め

。
3
0

-
2
5

-
5
1

4
50

5
-

-
-

苫
小
牧

市
就
学

指
導
委

員
会

規
則

に
よ
る

定
員
15
名

と
定
め
ら

れ
て

お
り

各
推
薦
団
体

等
考
慮
し

た
場
合
7
名

が
妥
当
で

あ
る
。

1
1

7
1

-
1
2

-
-

-
2

7
3

な
し

廃
棄
物
埋
立

処
分

場
近
隣

住
民

の
意
見
を
反

映
さ

せ
る

た
め
。

8
-

-
-

6
2

-
-

5
-

3
植

苗
町

内
会
連

合
会
役

員

5
-

-
-

4
1

1
-

4
-

-
①
学

識
経

験
者

　
②
業
界

代
表
者
　
③
技
能

士
代

表
者

の
い
ず
れ
か

専
門
的

な
立

場
か
ら
検

討
し

運
営
す
る
た

め
、

関
係
機

関
や

団
体
等

か
ら
の
推

薦
に
よ

る
。

6
-

-
-

6
-

1
-

5
-

-
な

し

各
機
関

か
ら

の
推
薦
を

得
た

委
員
で
構
成
さ

れ
て

い
る

た
め
。

7
-

3
-

1
0

-
-

-
-

-
1
0

な
し

町
内
会

か
ら

の
推
薦
が

必
要
な
た

め
2
0

-
-

-
1
4

6
-

-
-

-
2
0

町
内
会

か
ら
の
推

薦

1
8

-
1

1
1
9

-
2

1
0

6
1

-
法

第
6
条
第

2
項
の

規
程
に
よ

る

※
Ｈ

24
.9
組

織
統

合
の
た

め
廃
止

取
り

扱
う
内

容
が
専
門

的
な
た

め
、
公
募
は

な
じ

ま
な

い
と
考

え
る

た
め
。

5
-

-
-

5
-

2
-

-
-

3
な

し

委
員
会

の
構

成
員
は
そ

の
設
置

目
的
か
ら
要

綱
に

よ
り

医
師
等
職
種

を
限
定
し

て
い

る
。

4
-

1
-

5
-

-
-

5
-

-
要

綱
に

定
め
あ

り
（
医

師
、
苫
小

牧
地
域

保
健
室

長
等
）

要
綱
及
び

要
領
で
委

員
の

定
員
を
定

め
て
い

る
た
め
。

1
3

3
2

-
1
5

-
-

-
1
2

3
-

な
し

協
議
会

の
構

成
員
に
つ

い
て

は
介
護
サ
ー

ビ
ス

や
権
利

擁
護
等

に
関

す
る
知
識

を
有
す
る

こ
と
か

ら
関
係

団
体

か
ら
の

推
薦

と
し
て

い
る
。

8
-

3
-

1
1

-
1

-
1
0

-
-

な
し

協
議
会

の
構

成
員
に
つ

い
て

は
公

共
交
通

機
関

等
に
関

す
る
知
識

を
有
す
る

こ
と

か
ら
関
係
団

体
か

ら
の

推
薦

と
し
て
い
る

。
9

-
-

-
9

-
1

-
8

-
-

な
し

４
　
審
議

会
等

実
施
状

況
（

私
的
諮

問
機

関
等
）

（
平

成
2
4
年

度
）
2
/
4



№

名
　
　

　
　
　

　
称

※
H2
4
年

度
中

廃
止
さ
れ
た

も
の

(塗
り

つ
ぶ
し
)

開
催

回
数

会
議

時
間

所
　

　
管
　
　
課

審
議
会

等
の
設

置
形
態

位
置
付

設
置
根

拠
（

関
連

法
令
等
）

委
員
等

任
期

委
員
等
の

定
数

一
般

公
募

規
定

の
有
無

委
員
等
の

現
行
人

数
う
ち
一
般

公
募
人

数
H
2
4

時
間

/
回

（
H
2
4実

績
）

法
令

必
置

法
令

任
意

他
区
分

名
称

16
予
防

接
種
健
康

被
害

調
査
委

員
会

0
-

保
健
福

祉
部

健
康
支

援
課

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

予
防
接

種
健

康
被
害

調
査
委

員
設

置
要

綱
2
年

5
無

5
0

17
次
世

代
育
成
支

援
対

策
推
進

会
議

1
2
.0
 

保
健
福

祉
部

子
育
て
支
援
課

常
設

●
要

綱

苫
小

牧
市

次
世
代

育
成

支
援
対

策
推
進

会
議

設
置
要

綱

（
次

世
代

育
成
支
援

対
策

推
進

法
）

6
年

1
7

有
1
4

1

18
地
域

自
立
支
援

協
議

会
2

1
.5
 

保
健
福

祉
部

社
会
福

祉
課

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

地
域
自

立
支

援
協
議

会
運
営

要
綱

（
障

害
者

自
立
支
援

法
）

2
年

3
0

無
2
0

0

19
障
害

者
計
画

・
障

害
福

祉
計

画
検
討
懇

話
会

0
0
.0
 

保
健
福

祉
部

社
会
福

祉
課

非
常
設

●
要

綱

苫
小

牧
市

障
害
者

計
画
・

障
害

福
祉

計
画
検

討
懇

話
会
設

置
要
綱

（
障

害
者

基
本
法
・
障
害

者
自
立

支
援

法
）

計
画
策
定

完
了

ま
で

2
0

有
1
6

2

20
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー

カ
フ

ェ
（
仮

称
）

の
あ

り
方
検
討

委
員

会
2

2
.0
 

総
合
政

策
部

ま
ち

な
か
再
生
主

幹
常
設

●
要

綱
ラ
イ

ブ
ラ

リ
ー
カ

フ
ェ
（
仮

称
）

の
あ

り
方
検
討

委
員

会
設

置
要
綱

2
年

8
有

5
1

21
中
小

企
業
振
興

基
本

条
例
検

討
懇

話
会

7
1
.5
 

産
業
経

済
部

商
業
観

光
課

非
常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

中
小
企

業
振

興
基
本

条
例
検

討
懇

話
会

設
置

要
綱

諮
問
事
項

の
調

査
検
討

の
全

て
が
終

了
す

る
日
ま

で
1
2

無
1
1

1

22
バ
ス
運

行
連
絡
会

議
1

1
.0
 

総
合
政

策
部

交
通
政

策
課

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市
バ
ス
運

行
連
絡

会
議

要
綱

2
年

9
有

9
2

23
住
民

投
票
条
例

市
民

検
討
懇

話
会

6
2
.0
 

総
合
政

策
部

政
策
推

進
室

市
民

自
治

推
進
課

常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

住
民
投

票
条

例
市
民

検
討
懇

話
会

設
置

要
綱

委
嘱
の
日

か
ら

提
言
書

提
出

の
日
ま

で
8

有
8

3

24
地
域

公
共
交
通

活
性

化
協
議

会
2

2
.0
 

総
合
政

策
部

交
通
政

策
課

常
設

●
規

約

苫
小

牧
市

地
域
公

共
交

通
活
性

化
協
議

会
規

約

（
地

域
公

共
交
通
の
活
性

化
及
び

再
生
に

関
す
る

法
律
）

2
年
（

行
政

・
団
体
職

員
除

く
）

2
0

有
1
9

1

25
公
共

交
通
協
議

会
2

2
.0
 

総
合
政

策
部

交
通
政

策
課

常
設

●
要

綱

苫
小

牧
市

公
共
交

通
協

議
会
要

綱

（
地

域
公

共
交
通
の
活
性

化
及
び

再
生
に

関
す
る

法
律

及
び
道
路

運
送
法
）

2
年
（

行
政

・
団
体
職

員
除

く
）

1
5

無
1
5

0

26
市
立

病
院
経
営

改
革

評
価
委

員
会

3
1
.5
 

市
立
病
院

経
営
管

理
課

非
常
設

●
要

綱
苫
小

牧
市

立
病
院

経
営

改
革
評

価
委
員

会
設

置
要

綱
6
か
月

8
無

8
0

４
　
審
議

会
等

実
施
状

況
（

私
的
諮

問
機

関
等
）

（
平

成
2
4
年

度
）
3
/
4



公
募

委
員
を
加
え

ら
れ
な

い
理
由

公
募
委

員
の

増
員

予
定

男
女
構

成
（
人

）
在
職

年
数

（
人
）

委
員
の

内
訳

必
要

な
資
格

　
そ
の
他

男
う
ち

公
募

女
う

ち
公

募
1
0年

未
満

1
0年

以
上

学
識

経
験

者
公
益
等

代
表
者

特
定

団
体

か
ら

の
推

薦
者

公
募

そ
の
他

医
師
免
許

（
保
健
所

長
を
除

く
）
を
必
要
と

し
て

い
る

た
め

5
-

-
-

4
1

-
1

4
-

-
医

師
免

許

平
成
27
年

度
か
ら
施

行
す

る
子
ど

も
・
子
育

て
支
援

新
制

度
に
向

け
て
、
現
行

委
員
と
同

様
の
委
員

構
成
で
新

た
に
審
議

会
を

設
置
予

定
の
た

め
、
こ
の
会

議
で

の
新
た

な
公
募
委

員
は
加
え

な
い
。

9
1

5
-

1
4

-
1

-
1
2

1
-

な
し

関
係
機
関

、
関
係
団

体
並
び
に
障

害
者
等

及
び
そ

の
家

族
等
に
よ
り

構
成
す
る

協
議
機

関
と
さ
れ
て

い
る

た
め

。

平
成
25
年

4月
施

行
の
障
害
者

総
合

支
援

法
で
左
記
の

趣
旨
が
明

文
化

さ
れ

て
お
り
、
関

係
機
関
や

当
事
者
に

よ
り

協
議

会
を

構
成
す

る
必
要
が

あ
る

た
め

、
公

募
の
予

定
は
な
い

。

1
3

-
7

-
2
0

-
-

-
2
0

-
-

関
係
団

体
か
ら

の
推
薦

計
画
改

定
が
な
い
時

期
の

2
計
画
の
進

捗
管

理
を
地
域

自
立

支
援

協
議
会

が
行
っ

て
い
る

た
め
、
同

協
議

会
か

ら
の

選
出

枠
を

設
け
る

必
要
が
あ

り
、
公
募

増
員

の
予
定
は

な
い
。

9
0

7
2

1
6

-
-

-
1
4

2
-

な
し

※
委

員
の
構
成
は

平
成
23
年

度
の
活
動

実
績
に
よ

る
も

の
。

現
在
の
割

合
で
妥
当

の
た
め
、
増

員
す
る
予

定
は
な

い
。

4
1

1
-

5
-

1
-

-
1

3
な

し

懇
話
会

終
了
の
た

め
増

員
の
予
定
な

し
。

1
0

1
1

-
1
1

-
2

-
8

1
-

な
し

※
H
2
4
.9
.
2
9廃

止

現
在
の
割

合
で
妥
当

の
た
め
、
増

員
す
る
予

定
は
な

い
。

8
1

1
1

9
-

1
5

1
2

-
な

し

こ
れ
以
上

の
増
員

は
難
し
い
。

(学
識

委
員
、
市

民
活
動
団

体
推

薦
委
員

に
よ
る
検
討

が
必
要
で

あ
る

た
め

）
5

-
3

3
8

-
2

-
3

3
-

な
し

※
H
24
.8
.1

設
置

　
H
24
.1
0.

11
委
員
委

嘱
H
25
.3
.2
8委

員
任

期
満
了

（
解
散
）

1
8

-
1

1
1
9

-
2

1
0

6
1

-
法

第
6
条
第

2
項
の

規
程
に
よ

る

※
Ｈ

24
.9
組

織
統

合
の
た

め
廃
止

分
科
会

を
設

け
そ
の
中

に
公
募

委
員
を
入
れ
る

予
定

平
成
25
年

4月
1
日
よ

り
分
科

会
設
置

、
そ
の
中
に

公
募
2名

1
5

-
-

-
1
5

-
2

8
5

-
-

法
第
6
条
第

2
項
の

規
程
及
び

道
路
運
送

法
の

規
定

に
よ

る

※
Ｈ
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